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はじめに 

 現在、西東京市は、小学校 18 校と中学校９校、計 27 校の市立小・中学校を設置している。こ

のうち、昭和 30～40年代に建設された校舎等は、施設の老朽化が進み、その対応が課題となって

おり、中でも、耐震補強はされているものの中原小学校は昭和 34 年、ひばりが丘中学校は昭和

35年に建設された校舎を使用しており、建替え等が必要な時期となっていた。 

このような状況を踏まえ、市は、児童・生徒の教育環境の向上を図るため、平成 23年度に、庁

内横断的な組織である学校施設適正規模・適正配置庁内検討委員会を設置し、学校施設の適正配

置、建替え、通学区域等について検討を行い、最終報告書をまとめ、基本方針を示した。 

 平成 24 年５月から平成 26 年２月にわたり、西東京市立中原小学校及び西東京市立ひばりが丘

中学校建替準備検討協議会（以下、「建替準備検討協議会」という。）では、市が「学校施設適正

規模・適正配置庁内検討委員会 平成 23年度における検討結果 最終報告書」で結論づけた中原

小学校及びひばりが丘中学校の建替え案に関する事項を検討し、それに伴う課題を整理した。 

西東京市立ひばりが丘中学校建替協議会は、平成 26年度に施設の建替えについての意見聴取の

ために設置され、学識経験者、関係校の保護者、地域住民、学校長等の構成員が２箇年をかけて

建替校の将来像や基本プラン、基本設計等を検討した。 

平成 29 年２月には西東京市立ひばりが丘中学校及び西東京市立田無第二中学校通学区域見直

し等に関する地域協議会（以下、「地域協議会」という。）を立ち上げ、過去の協議会等での検討

を踏まえ、ひばりが丘中学校移転に伴う通学区域の再編に向けた検討を行った。また、大幅な通

学区域の変更となるため、平成 33年度から新通学区域を適用する方向で検討を進めた。 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

学校施設適正規模・

適正配置庁内検討委

員会　平成23年度に

おける検討

西東京市立中原小学

校及び西東京市立ひ

ばりが丘中学校建替

準備検討協議会

西東京市立ひばりが

丘中学校建替協議会

西東京市立ひばりが

丘中学校及び西東京
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配置、建替え、

通学区域等につ

いて検討

中原小及びひばり

中の建替え案に関

する事項を検討
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１ 現状と課題（建替えの流れ、建替準備検討協議会での検討の視点含む） 

（1）西東京市立小・中学校の現状と課題 

少子化等の影響により児童・生徒数が減少している地域があるものの、大規模な敷地を有

する工場の移転等に伴い、その跡地に大型マンションの建設や宅地開発等が行われ、児童・

生徒数が急激に増加した結果、教室数の不足が見込まれる学校があるなど、地域により児童・

生徒の偏在が大きくなっている状況がある。 

また、今回の通学区域の検討においては、現在把握している児童生徒数に加え、ひばりが

丘３丁目、谷戸町２丁目の住宅開発による就学人口の増加も考慮する必要がある。 

合併以来、ひばりが丘中学校の施設の老朽化、ひばり丘中学校と田無第二中学校の近接、

ひばりが丘中学校のいびつな通学区域は課題としてあげられており、移転開校により課題解

消につながるものである。 

 

図 （仮称）第 10中学校予定地及び 

  現在のひばりが丘中学校・田無第二中学校通学区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）生徒数・学級数について（過去 10 年間） 

生徒数の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

田無二中 382 359 355 379 428 460 484 449 400 370
ひばり中 471 495 496 517 440 459 440 527 544 569
学級数の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
田無二中 11 11 11 12 13 14 14 13 12 11
ひばり中 13 13 13 14 12 13 13 16 15 16  

田無第二中学校は 300 人台半ばから 400 人台後半であり、11 学級から 14 学級で推移している。

ひばりが丘中学校は400人台半ばから500人台後半であり、12学級から16学級で推移している。 

ひばりが丘 3 丁目と谷戸町 2 丁目の住宅建設に伴い、北西部の生徒数は増加するものと見込む。 

（仮称） 

第 10 中学

校 

予定地 

田無第二中学

校 

中原小学

校 

ひばりが

丘中学校 



 

- 3 - 

 

（3）ひばりが丘中学校建替えについて（中原小学校の建替え含む） 

第一段階として、ＵＲからひばりが丘団地跡地の一部を購入し、第二段階として、平成 29

年度から２年間をかけて、このＵＲから取得した土地に中学校校舎を建設するとしている。

この中学校校舎には、最終的に現ひばりが丘中学校が移転するが、現在地からの移転に加え、

通学区域の変更が予想されるため、便宜的に「（仮称）第 10中学校」と呼ぶこととしている。 

第三段階として、平成 31年度から２年間かけて、中原小学校を現在地で建替えることとし、

新校舎を建設する間、仮設校舎を建設するのでなく、「（仮称）第 10中学校」の校舎を使用す

るとしている。仮設校舎の建築を省略することで、中原小学校の児童は、従前の校庭が確保

されるなど、従来通りの環境で学習を続けることができるとともに、仮設校舎の経費を削減

することができるとしている。 

第四段階として、平成 33年度の中原小学校新校舎完成後、中原小学校は、暫定使用してい

た「（仮称）第 10中学校」から元の所在地（新校舎）に戻り、ひばりが丘中学校が「（仮称）

第 10中学校」に移転する、としている。 

その後、ひばりが丘中学校の建物を取り壊すとともに、跡地の活用・処分を検討すること

とするというものである。 

29年度 30年度 31年度 32年度 33年度

ひばりが丘中学校

中原小学校

新校舎建設

中原小学校暫定校舎使用

転用改修
移転
開校

 

 

（4）建替準備検討協議会における通学域の検討 

建替準備検討協議会は、この適正規模及び通学区域についての考え方を参考にし、以下の

建替準備検討協議会の視点を基本に、12の具体的な通学区域案を検討した。 

 

■通学区域を検討する上での視点 

① 通学区域のわかりやすさ     ② 通学距離 

③ 通学路の安全性         ④ 生徒数の規模（バランス） 

⑤ 面積              ⑥ 交友関係の持続性 等 
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２ 基本的な考え方等について 

 本地域協議会では、ひばりが丘中学校と田無第二中学校の両校が適切な規模で安定した学校

教育が行われ、生徒が充実した学校生活を送ることができることを目指し、以下の考え方等を

基に検討を行った。 

（1）基本的な考え方  

○施設の移転による通学距離を踏まえた見直し（いびつな通学区域の解消） 

 これまでのひばりが丘中学校の生徒が田無第二中学校をまたいで通学していた状況を解消

する。 

○両校の一定の学校規模と学校教育・部活動の充実（生徒が切磋琢磨できる環境づくり） 

 生徒が集団の中で、多様な考えに触れ、切磋琢磨することを通じて思考力や表現力、判断 

力、問題解決能力などを育み、社会性などを身につけられるように一定規模の学級数の確保 

を考える。 

○教員の確保も含めた学校経営の安定化（計画的な教員配置） 

 経験年数や専門性などのバランスのとれた教職員配置や学校における様々な課題等に組織

的に対応し学校経営が安定することを目指します。 

（2）具体的な検討の視点 

○生徒数、学級数と学校施設のバランス（生徒数、学級数はマンション開発等の状況も考慮） 

   現在把握できる就学予定者数に加え、マンション開発による生徒数の増加のほか、各中学

校の就学する割合等も考慮し、推計を行った。 

  ○小学校から中学校の進学先 

   通学区域の変更に伴い、小学校から中学校の進学先も再編する必要が生じる。小学校と中

学校への接続を円滑化するための小中学校の連携の視点、進学する中学校が現行より増加せ

ずに、分散化を最小限にする点での検討も行った。 

  ○通学距離と通学区域のわかりやすさ 

   法令等で示されている通学距離の適正条件は満たしている中で、通学距離のバランスを考 

  慮するとともに通学区域のわかりやすさの視点で検討を行った。 

       〔検討のフロー〕 

 

 

 

 

 

 

 

小中学校の連携や地域の視点に関する委員の意見等も踏まえ 2 案に集

約（中間まとめ） 

学校施設、学級数、通学距離の視点で再検証し 12 案から実現可能と考

えられる 3 案で検討 

中間まとめの市民説明会の意見等も踏まえ、最終報告書をまとめる。 
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3 具体的な案の検討 

（1）3 案の検討 

建替準備検討協議会の 12 案を学級数や施設の状況などを踏まえ再検証した上で、３案の検討

を行った。就学予定者数を町丁目毎の数値及び住宅開発に伴う就学人口の出現率、国公私立へ

の進学率などを踏まえ推計し、学級数はそれぞれの案毎に算出した。これまでの課題の整理や

検討内容、学校規模、学級数を踏まえ実現可能と考えられるものとして示したものである。 

【第１案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の田無第二中学校とひばりが丘中学校の通学区域を基本に、通学距離と生徒数のバラ

ンスを重視している。 

・今後の生徒数の推計では、両校の学校経営上、施設規模に応じた学級数が確保できる。 

【第２案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・現在の田無第二中学校とひばりが丘中学校の通学区域を基本に、通学距離と生徒数のバランス

を重視している。 

・今後の生徒数の推計では、両校の学校経営上、施設規模に応じた学級数が確保できる。 

【田無第二中学校】 

田無町一・三丁目、緑町一丁目(1番)、谷戸町一

丁目(18～27番除く)、北原町一～三丁目、保谷町

五丁目(1～4番・7番・10～18番)・六丁目(21～

25 番)、泉町一・二丁目・三丁目(1～8番・15～17

番)・四丁目、住吉町一・四・六丁目 

【（仮称）第 10中学校】 

緑町二丁目(3～21 番)・三丁目、谷戸町一丁目(18

～27 番)・二・三丁目、住吉町二・三丁目、ひば

りが丘一～四丁目 

【田無第二中学校】 

田無町一・三丁目、緑町一丁目(1 番)、谷戸町一丁

目、北原町一～三丁目、保谷町五丁目(1～4 番・7

番・10～18 番)・六丁目(21～25 番)、泉町一・ 

二丁目・三丁目(1～8 番・15～17 番)・四丁目、住

吉町一・四・六丁目 

【（仮称）第 10 中学校】 

緑町二丁目(3～21 番)・三丁目、谷戸町二・三丁目、

住吉町二・三丁目、ひばりが丘一～四丁目 
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【第３案】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・南部は谷戸新道を境にし、地図上のわかりやすさを重視したが、住所上は、わかりづらい部分

がある。 

・平成 40 年度以降に（仮称）10 中の生徒数及び学級数の増加により、施設的に余裕がなくなる

可能性がある。 

 

田無第二中学校の学級数推計
平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度

第１案 11 11 13 12 12 12 13 13
第２案 11 11 13 13 13 12 13 13
第３案 11 11 12 11 12 11 13 13
ひばりが丘中学校の学級数推計

平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度
第１案 16 15 16 15 16 16 16 16
第２案 15 15 15 14 15 16 16 16
第３案 16 15 16 15 16 16 17 18  

 

【田無第二中学校】 

田無町一丁目（1 番除く）・三丁目(7 番)、谷戸

町一丁目（18～27 番除く）、北原町一丁目（2

番除く）・二丁目、保谷町五丁目（1～4 番・7

番・10～18 番）・ 

六丁目（21～25 番）、泉町一・二丁目・三丁目

（1～8 番・15～17 番）・四丁目、住吉町一・二・

四・六丁目 

【（仮称）第 10 中学校】 

田無町一丁目（1 番）・三丁目（7 番除く）、緑町

一丁目（1 番）・二丁目（3～21 番）・三丁目、

谷戸町一丁目（18～27 番）・二・三丁目、北原

町一丁目（2 番）・三丁目、住吉町三丁目、ひば

りが丘一～四丁目 

 



 

- 7 - 

 

（2）２案への集約 

   小中学校の連携や、地域の観点などの視点を踏まえ、区域割りについて委員の意見をいた

だきながら修正を重ね、学級数や学校規模も踏まえ２案に集約した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田無第二中学校の学級数推計
平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度

第１案 11 11 13 12 12 12 13 13
第２案 11 11 13 13 14 13 14 14
ひばりが丘中学校の学級数推計

平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度 平成40年度
第１案 15 15 16 15 16 16 16 16
第２案 15 15 15 14 14 15 16 16  

 〔中間まとめ 第１案〕 

 
 

 〔中間まとめ 第 2 案〕 

 
 

＜学級数の視点＞ 

・学級数のバランスが良い。（ひばり中は 14

学級から 16 学級、田無二中は 11 学級から 14

学級） 

＜進学先の視点＞ 

・一つの小学校から進学する中学校数は現行

と変わりなく分散が少ないかたちであり、小

学校と中学校が連携しやすい。 

＜距離の視点＞ 

・通学区域はわかりやすいが、通学距離が現

状より長くなる地域がある。 

＜学級数の視点＞ 

・学級数のバランスが良い。（ひばり中は 15

学級から 16 学級、田無二中は 11 学級から 13

学級） 

＜進学先の視点＞ 

・一つの小学校から複数の中学校に進学する

割合が増加する。 

＜距離の視点＞ 

・通学距離のバランスは良いが、通学区域が

わかりにくい。 
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（3）進学先の視点での検討 

   現行の中学への進学先と平成 33 年度以降の中学の進学先がどのように変更されるかどう

かを確認しながら協議を行った。 

  【現行】 

一　中 二　中 三　中 四　中 ひばり
田無小 ○ ○ ○ ○ ４校
谷戸小 ○ １校

谷戸第二小 ○ ○ ２校

保　谷 ひばり 明　保
保谷小 ○ ○ ○ ３校
中原小 ○ １校
住吉小 ○ ○ ２校  

 

  【第１案】 

   田無小と中原小の進学先の変更はない。保谷小はひばり中への進学した区域は二中へ進学

先が変更となり、谷戸二小は進学先の校数は変わらないが、ひばり中へ進学する割合が増加

する。谷戸小はひばり中への進学の流れ、住吉小は二中への進学の流れが増えるかたちとな

り、分散化が生じる。 

  

一　中 二　中 三　中 四　中 ひばり
田無小 ○ ○ ○ ○ ４校
谷戸小 ○ ○ ２校
谷戸第二小 ○ ○ ２校

保　谷 ひばり 明　保 二　中
保谷小 ○ ○ ○ ３校
中原小 ○ １校
住吉小 ○ ○ ○ ３校  

 

  【第２案】 

   田無小と中原小の進学先の変更はない。１案同様、保谷小はひばり中への進学した区域は

二中へ進学先が変更となり、谷戸二小は進学先の校数は変わらないが、ひばり中へ進学する

割合が増加する。谷戸小は二中からひばり中への進学に、住吉小はひばり中へ進学していた

区域が二中への進学となり、現行と同数の進学校数となる。 

一　中 二　中 三　中 四　中 ひばり
田無小 ○ ○ ○ ○ ４校
谷戸小 ○ １校
谷戸第二小 ○ ○ ２校

保　谷 ひばり 明　保 二　中
保谷小 ○ ○ ○ ３校
中原小 ○ １校
住吉小 ○ ○ ２校  
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（4）移転に伴い対象となる生徒と手続の検討 

平成29年度

の学年
平成30年度 平成31年度 平成32年度

平成33年度
平成34年度 平成35年度

小学６年 中１ 中２ 中３

小学５年 中１ 中２ 中３

小学４年 中１ 中２ 中３

小学３年 中１ 中２ 中３

小学２年 中１ 中２

小学１年 中１

移転開校

平成33年度入学以降

の生徒は新通学区域

ひばり中在籍の生徒
は在学中に移転

 

○通学区域変更の流れ 

 ひばりが丘中学校の移転に伴う大幅な通学区域の見直しとなるため、事前の周知が肝要である

と考え、平成 33 年度入学以降の生徒から新通学区域を適用するものとして検討した。 

 上記の表は、平成 29 年度の学年から通学区域の変更を踏まえどのような流れになるか確認でき

るように委員の意見を踏まえ、作成したものである。新通学区域は平成 33 年度からの適用となる

ため、平成 32 年度までに入学する生徒は従前の通学区域となり、変更後も同じ学校に在学できる

方向とした。平成 33 年中にひばりが丘中学校に在籍することとなる平成 29 年度の小学 3 年から

小学 5 年の児童は中学１年から中学３年で新校舎に移転することとなる。 

  

○制度運用について 

兄弟姉妹関係の配慮の観点から、指定校変更制度においては、兄、姉が入学時に在籍している

中学校に入学を希望する場合に申立てができ、優先して入学できる枠組みとなるような方向で検

討した。 

また、理由を問わず希望校の申立てができる学校選択制度は、今後の生徒数と学校施設の状況

など総合的に勘案して設定していく方向とした。 

配慮の部分について、時限的な調整区域の設定などは今後の生徒数の把握が難しくなり、学級

数の確定、教員配置に影響を及ぼすことが想定され、ひいては学校経営に多大な影響が出る可能

性があるため、慎重な対応が必要と考える。 

今後の入学予定者数や学級数の把握に努めるとともに、事務手続の面で教育環境や将来の学校

運営に影響が出ない範囲での事務手続の調整及び改善は引き続き検討していくものとする。 
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（5）中間まとめの説明会（計 10 回）の意見等を踏まえた検討 

       

 

 

 

 作 成 予 定 
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４ まとめ 

 

  

 

 

 

委員の意見を踏まえ作成予定 
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むすびに 

 

 

  

 

  

委員の意見を踏まえ作成予定 

（参考）建替準備検討協議会のむすび 

本協議会の委員は、全て学校に関係する者であり、この学校で学ぶ児童・生徒が持つ力を最大限伸ば

し、成長・発達することを最大限支援していきたい、という強い思いを持っている。こうした思いを持

って、学校施設の建替えに当たり、現時点で考えうる最善の方法を検討しているが、建物はあくまでも

建物である。 

新たに建設された校舎で、児童・生徒が自ら考え、判断、行動し、最も望ましい状態を実現していく

力は、児童・生徒自身と教職員、さらに、保護者を含む地域関係者が連携・協力することによって、培

われていくものと考える。 

 平成 26年度以降、引き続き、市民意見を聴取し、検討を進めていくと聞いているが、この建替えに関

する議論の場を信頼関係を醸成する場として活用し、さらに、地域に支えられる開かれた学校づくりを

展開していくことを意識しながら、協議していくことを望むものである。 
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西東京市小・中学校通学区域見直し等に関する地域協議会設置要綱 

第１ 趣旨 

この要綱は、西東京市学校施設適正規模・適正配置に関する基本方針に基づき、西東

京市立小学校及び中学校（以下これらを「学校」という。）、学校の児童又は生徒の保護

者及び学校周辺の地域住民により通学区域（西東京市立学校の通学区域に関する規則

（平成13年西東京市教育委員会規則第21号）別表第１及び別表第２に規定する通学区域

をいう。以下同じ。）の見直しを図るため設置する西東京市小・中学校通学区域見直し

等に関する地域協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事項

を定めるものとする。 

第２ 所掌事項 

協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。 

(1) 通学区域の見直しに関すること。 

(2) 通学路の安全に関すること。 

(3) その他通学区域の見直しを図るために、西東京市教育委員会教育長（以下「教育長」

という。）が必要と認めること。 

第３ 構成 

協議会は、田無小学校、保谷小学校、谷戸小学校、中原小学校、谷戸第二小学校、住

吉小学校、田無第二中学校及びひばりが丘中学校（以下これらを「各学校」という。）

の通学区域を協議の対象とする。 

２ 協議会の委員は、別表に掲げる各学校の関係者をもって構成する。 

３ 前項に規定する委員の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を

生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

第４ 会長及び副会長 

協議会に会長を置き、学校長のうちから教育長が指名する者をもって充てる。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を

代理する。 

第５ 会議 

協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 

３ 会長は、協議会で必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。 

 

第1回西東京市立ひばりが丘中学校及び西東

京市立田無第二中学校通学区域見直し等に

関する地域協議会 資料Ｘ 

平成 29 年２月 20 日   教育企画課 

第1回西東京市立ひばりが丘中学校及び西東

京市立田無第二中学校通学区域見直し等に

関する地域協議会 資料Ｘ 

平成 29 年２月 20 日   教育企画課 

第1回西東京市立ひばりが丘中学校及び西東

京市立田無第二中学校通学区域見直し等に

関する地域協議会 資料Ｘ 

平成 29 年２月 20 日   教育企画課 

第1回西東京市立ひばりが丘中学校及び西東

京市立田無第二中学校通学区域見直し等に

関する地域協議会 資料Ｘ 

平成 29 年２月 20 日   教育企画課 

第1回西東京市立ひばりが丘中学校及び西東

京市立田無第二中学校通学区域見直し等に

関する地域協議会 資料Ｘ 

平成 29 年２月 20 日   教育企画課 

第1回西東京市立ひばりが丘中学校及び西東

京市立田無第二中学校通学区域見直し等に

関する地域協議会 資料Ｘ 

平成 29 年２月 20 日   教育企画課 
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第６ 会議の傍聴 

協議会の会議は、原則として傍聴することができる。 

２ 協議会の会議の傍聴者は、10人以内とする。ただし、会長が認めるときは、これを

変更することができる。 

３ その他傍聴の手続等に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第７ 部会 

会長は、第２各号に規定する所掌事項について必要と認めるときは、個別の協議事項

に係る部会を設置することができる。 

２ 部会の部会長は、各部会員の互選により定めるものとする。 

３ その他部会の組織、運営等について必要な事項は、会長が別に定める。 

第８ 報償 

学校長以外の委員が会議に出席したときは、日額2,000円の謝金を支払う。 

第９ 庶務 

協議会の庶務は、教育部教育企画課において処理する。 

第10 その他 

この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成29年２月１日から施行する。 

別表（第３関係）  

 学校名 構成委員 

田無小学校 (1) 児童の保護者又は学校運営連絡協議会委員等地域関係

者 １人 

(2) 学校長 

保谷小学校、谷戸小

学校、中原小学校、

谷戸第二小学校及

び住吉小学校 

(1) 児童の保護者及び学校運営連絡協議会委員等地域関係

者 各小学校２人以内 

(2) 各学校の学校長 

田無第二中学校及

びひばりが丘中学

校 

(1) 生徒の保護者 各中学校２人以内 

(2) 学校運営連絡協議会委員等地域関係者 各中学校２人

以内 

(3) 各学校の学校長 
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順不同（敬称略）

学校名 選出区分 氏名

地域関係者 真鍋　五十鈴

地域関係者 赤澤　賢一

生徒の保護者 河野　美晴

生徒の保護者 喜多見　郷子

学校長 勝見　俊也  ◎

生徒の保護者 志水　郁子

生徒の保護者 中平　由美子

地域関係者 加瀬　裕子

地域関係者 伊藤　裕子

学校長 井上　雅子　○

地域関係者 瀬沼　洋子

学校長 本名　修也

地域関係者 安形　麻理

学校長 高野　富

地域関係者 住田　佳子

児童の保護者 内野　未来

学校長 野崎　信行

地域関係者 佐藤　裕子

児童の保護者 大谷　千夏

学校長 水野　伸一郎

児童の保護者 広野　園枝

地域関係者 永井　昌史

学校長 諸岡　浩

地域関係者 高柳　徹

児童の保護者 菅家　淳子

学校長 屋宮　茂穗

西東京市立中原小学校

西東京市立谷戸第二小学校

西東京市立住吉小学校

西東京市立ひばりが丘中学校及び西東京市立田無第二中学校通学区域
見直し等に関する地域協議会委員名簿

西東京市立ひばりが丘中学校

西東京市立田無第二中学校

西東京市立田無小学校

西東京市立保谷小学校

西東京市立谷戸小学校

 

◎ 会長、◎ 副会長 
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検討経過 

 

会議 年月日 検討内容 

第１回 平成 29年２月 20 日 

委員依頼 

会議運営について 

通学区域の現状等について 

第２回 平成 29年５月 25 日 通学区域の見直しについて 

第３回 平成 29年７月 11 日 通学区域の見直しについて 

第４回 平成 29年８月 28 日 通学区域の見直しについて 

第５回 平成 29年 10 月 17日 通学区域の見直しについて 

第６回 平成 29年 12 月 20日 
説明会の結果について 

地域協議会検討結果報告書（案）について 

第 7回 平成 30年１月 報告書（案）について 

 

 

 

報告 平成 30 年 2 月 協議会検討結果報告書を教育長に提出 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西東京市立ひばりが丘中学校及び西東京市立田無第二中学校 

 通 学 区 域 見 直 し 等 に 関 す る 地 域 協 議 会 

検討結果報告書 

 

平成 30 年 月 
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